
【ロービームでの計測の対象となる自動車】
平成１０年９月１日以降に製作された自動車（二輪車、側車付二輪車、大型特殊自動車及びトレーラを除く）

対向車のまぶしい
ヘッドライトバックミラーに映る

まぶしい
ヘッドライト

内部リフレクタの劣化レンズ面のくもり 相性の悪いバルブに交換

これらは適切な整備・調整が必要です！
整備・調整には費用がかかります。料金は自動車整備工場等にご確認ください。

！

令和６年８月１日からすれ違い用前照灯
（ロービーム）審査に完全移行します
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ヘッドライトの照射光線は走行時の振動等によりズレていくため、車検に
おいて定期的に検査することとしています。
なお、国際的にもロービームで計測されていることを踏まえ、日本におい
てもロービームでの計測を導入しています。


